
別添１ 処理工程図

コンクリート→破砕、アスファルトコンクリート→破砕、その他がれき類→破砕、
ガラス・陶磁器くず→破砕・埋立、廃プラスチック類→破砕・圧縮梱包、金属くず→破砕・切断、
混合廃棄物(安定型のみ)→選別・破砕・埋立、建設汚泥→天日乾燥・脱水・固形化、
紙くず→選別・圧縮・破砕、木くず→破砕、繊維くず→破砕・圧縮梱包、
廃石膏ボード→選別・破砕・広域認定、混合廃棄物(管理型含む)→選別・破砕・埋立、
石綿含有廃棄物→埋立、廃石綿→埋立　　(可能な限り再生利用へ)



別添２ 管理体制図



建　設　副　産　物　管　理　組　織　表

社　　　　　　長

安全推進室
安全品質環境部

東京支店長

土　　木　　部　　長 安全品質環境部長 建　　築　　部　　長
（建設副産物処理統括責任者） （建設副産物処理統括責任者）

氏名 氏名 氏名

①建設副産物処理計画書の事前検討 ①法令改正、指導内容等の周知 ①建設副産物処理計画書の事前検討

②監督官庁との連絡調整 ②処理状況の点検と教育・指導 ②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導 ③支店管理組織間の調整 ③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の点検・指導 ④建設副産物処理計画書の検討 ④処理状況の点検・指導

⑤処理実績の集計 ⑤支店全体の建廃の処理実績の集計 ⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存 　並びに本社報告他 ⑥関係書類の保存

⑦現場間における再生資源の有効 ⑦現場間における再生資源の有効

　利用の連絡調整 　利用の連絡調整

土  木  作  業  所  長 建  築  作  業  所  長
建 設 副 産 物 処 理 責 任 者 建 設 副 産 物 処 理 責 任 者

氏名 氏名

⑫指定副産物及び再生資源の利用促進

①建設副産物処理計画書の作成

②発注者及び監督官庁への対応

③発生量の抑制、再生利用等減量化の計画的な推進

④委託契約の締結

⑤処理状況の確認（マニフェストの発行、照合、確認及び現地確認等）

⑥産業廃棄物管理票交付等状況報告書提出

⑦処理実績報告書の提出

⑧処理業者、協力業者の監督、指導

⑨建廃の現場内での適正保管

⑩自己（自社）処理建廃の適正な管理と処理

⑪工事終了後の関係書類を担当部へ提出

協　　力　　業　　者
実施工 ・ 保管管理

収集・運搬業者 中間処理業者 最終処分業者

建設汚泥

会 社 名 会 社 名 会 社 名

品　　目 がれき類 品　　目 がれき類 品　　目

品　　目 コンくず、ガラスくず等 品　　目 コンくず、ガラスくず等 品　　目 廃プラスチック類

会 社 名 会 社 名 会 社 名

品　　目 建設汚泥 品　　目 廃プラスチック類 品　　目

会 社 名 会 社 名 会 社 名

品　　目 廃プラスチック類 品　　目 木くず 品　　目

会 社 名 会 社 名 会 社 名

品　　目 木くず 品　　目 品　　目

　（注）再生資源利用については図中の下線部を再生資源利用促進又は再生資源利用と読み替える。

会 社 名 会 社 名 会 社 名


